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三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す
。 

 
 

昭
和
四
十
年
五
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
重
県
公
安
委
員
会
委
員
長 

 

吉 

田 

千 

九 

郎 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号 

 
 
 

三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則 

 
 

改
正 

昭
五
四
県
公
委
規
則
第
第
六
号
、
昭
五
七
第
二
号
、
昭
五
八
第
四
号
、
平
四
第
三
号
、
第
六
号
、
平
五 

 
 

第
三
号
、
平
六
第
八
号
、
平
七
第
二
号
、
第
三
号
、
平
八
第
三
号
、
平
九
第
一
号
、
平
一
二
第
二
号
、
平 

 
 

一
三
第
二
号
、
平
一
四
第
一
号
、
平
一
六
第
二
号
、
平
一
七
第
一
号
、
平
一
八
第
第
四
号
、
平
二
六
第
一 

 
 

号
、
平
二
七
第
六
号
、
平
二
八
第
七
号
、
平
二
九
第
三
号
、
平
三
十
年
第
四
号
、
令
和
三
年
第
七
号 

 

（
通
則
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
都
道
府
県
警
察
に
無
償
使
用
さ
せ
る
警
察
用
の
国
有
財
産
及
び
国
有
物
品
の
取
扱
い
に

関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
九
年
総
理
府
令
第
十
四
号
。
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
三

重
県
警
察
が
無
償
使
用
す
る
国
有
の
物
品
（
以
下
「
物
品
」
と
い
う
。
）
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
管
理
を
図
る

た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
物
品
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
物
品
管

理
取
扱
細
則
（
昭
和
四
十
年
警
察
庁
訓
令
第
十
三
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

（
管
理
の
機
関
） 

第
二
条 

三
重
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
物
品
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
管
理
に
関
す
る
事
務
の
委
任
） 

第
二
条
の
二 

警
察
本
部
長
は
、
三
重
県
警
察
所
属
の
職
員
に
、
物
品
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
委
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
代
行
機
関
） 

第
二
条
の
三 

警
察
本
部
長
は
、物
品
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
処
理
す
る
代
行
機
関
を
置
く
も
の
と
し
、

警
務
部
会
計
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。 

２ 

代
行
機
関
は
、
経
常
的
か
つ
軽
微
な
事
務
の
う
ち
、
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
事
務
を
処
理
す
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
物
品
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員
代
理
） 

第
三
条 

三
重
県
警
察
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
に
物
品
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員
代
理
を
置
く
。 

２ 

物
品
出
納
員
は
、
警
務
部
会
計
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
、
物
品
出
納
員
代
理
は
、
警
務
部
会
計
課
次
長
の
職

に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。 

３ 

物
品
出
納
員
は
、
警
察
本
部
長
の
管
理
す
る
物
品
の
出
納
、
保
管
及
び
現
況
に
関
す
る
事
務
（
出
納
命
令
に

係
る
事
務
を
除
く
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

物
品
出
納
員
が
欠
け
た
と
き
、
又
は
出
張
、
休
暇
、
欠
勤
等
に
よ
り
二
週
間
以
上
引
き
続
い
て
そ
の
職
務
を 

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
物
品
出
納
員
代
理
が
そ
の
職
務
を
行
う
。 

 

（
物
品
供
用
員
及
び
物
品
供
用
員
代
理
） 
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第
四
条 

本
部
の
課
、
隊
、
所
及
び
警
察
学
校
並
び
に
警
察
署
（
以
下
「
所
属
」
と
い
う
。
）
に
物
品
供
用
員
及

び
物
品
供
用
員
代
理
を
置
く
。 

２ 

物
品
供
用
員
は
、
所
属
の
長
の
職
に
あ
る
者
を
、
物
品
供
用
員
代
理
は
、
所
属
の
次
長
、
副
隊
長
、
副
所
長

若
し
く
は
副
校
長
又
は
副
署
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。 

３ 

物
品
供
用
員
は
、
各
所
属
に
属
す
る
物
品
の
供
用
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

物
品
供
用
員
が
欠
け
た
と
き
、
又
は
出
張
、
休
暇
、
欠
勤
等
に
よ
り
二
週
間
以
上
引
き
続
い
て
そ
の
職
務
を 

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
物
品
供
用
員
代
理
が
そ
の
職
務
を
行
う
。 

 

（
管
理
の
義
務
） 

第
五
条 

物
品
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
従
う
ほ
か
、
善
良
な
管
理
者
の
注

意
を
も
つ
て
そ
の
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
関
係
職
員
の
行
為
の
制
限
） 

第
六
条 

物
品
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
は
、そ
の
取
扱
い
に
係
る
物
品
を
国
か
ら
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
保
管
） 

第
七
条 

物
品
出
納
員
は
、
そ
の
保
管
に
係
る
物
品
を
供
用
に
適
す
る
物
品
、
修
繕
又
は
改
造
を
要
す
る
物
品
及

び
供
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
品
に
区
分
し
て
整
理
し
、常
に
良
好
な
状
態
で
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
用
の
施
設
以
外
の
施
設
に
お
け
る
保
管
） 

第
八
条 

警
察
本
部
長
は
、
府
令
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
物
品
を
公
用
の
施
設
以
外
の
施
設
に
保
管
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
物
品
保
管
委
託
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
供
用
不
適
品
等
の
処
理
） 

第
九
条 

物
品
出
納
員
は
、
そ
の
保
管
中
の
物
品
の
う
ち
、
供
用
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の
又
は
供
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
供
用
不
適
品
等
報
告
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
警

察
本
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
物
品
返
還
書
（
第
三
号
様
式
） 

に
よ
り
物
品
管
理
官
に
返
還
す
る
も
の
と
し
、
返
還
を
受
け
た
物
品
管
理
官
は
、
物
品
受
領
書
（
第
四
号
様
式
）

を
警
察
本
部
長
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

物
品
出
納
員
又
は
物
品
供
用
員
（
以
下
「
物
品
管
理
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
保
管
中
又
は
供
用
中
の

物
品
で
修
繕
若
し
く
は
改
造
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
物
品
修
繕
（
改
造
）
書
（
第
五
号
様

式
）
に
よ
り
警
察
本
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
府
令
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
供
用
） 

第
十
条 

物
品
供
用
員
は
、
供
用
の
た
め
物
品
の
払
出
し
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
物
品
供
用
書(

第
六
号
様
式
）

に
よ
り
警
察
本
部
長
に
払
出
し
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

警
察
本
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
物
品
出
納
員
に
対
し
て
は
物
品
の
払
出
し
を
、
物
品
供

用
員
に
対
し
て
は
物
品
の
受
領
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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３ 

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
供
用
の
た
め
の
物
品
の
払
出
し
及
び
受
領
を
命
じ
る
と
き
は
、
第
一

項
に
規
定
す
る
物
品
供
用
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
使
用
職
員
） 

第
十
一
条 
物
品
を
使
用
す
る
職
員
（
以
下
「
使
用
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
一
人
の
職
員
が
も
つ
ぱ
ら
使
用
す

る
物
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
員
と
し
、
二
人
以
上
の
職
員
が
と
も
に
使
用
す
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
職
員
の
主
任
者
又
は
主
た
る
使
用
者
と
す
る
。 

２ 

使
用
職
員
は
、
物
品
の
供
用
を
受
け
た
と
き
は
、
重
要
物
品
及
び
備
品
に
つ
い
て
は
物
品
保
管
書
（
第
七
号

様
式
）
に
、
消
耗
品
に
つ
い
て
は
第
二
十
条
に
規
定
す
る
帳
簿
に
押
印
、
署
名
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
返
戻
） 

第
十
二
条 

使
用
職
員
は
、
供
用
を
受
け
た
物
品
を
使
用
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
物
品
を
速
や
か
に
物
品
供
用
員
に
返
戻
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
返
納
） 

第
十
三
条 

物
品
供
用
員
は
、
供
用
中
の
物
品
の
う
ち
、
使
用
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の
又
は
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
物
品
返
納
書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
警
察
本
部
長
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

警
察
本
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
物
品
供
用
員
に
対
し
物
品
の
返
納
を
命
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
返
納
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
返
納

書
に
よ
り
、
物
品
供
用
員
に
対
し
て
は
物
品
の
返
納
を
、
物
品
出
納
員
に
対
し
て
は
物
品
の
受
領
を
命
ず
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
供
用
換
え
） 

第
十
四
条 

警
察
本
部
長
は
、
物
品
供
用
員
の
間
に
お
い
て
物
品
の
所
属
を
移
す
と
き
は
、
当
該
物
品
を
供
用
し

て
い
る
物
品
供
用
員
に
対
し
、
返
納
命
令
を
し
、
当
該
物
品
を
供
用
す
べ
き
物
品
供
用
員
に
対
し
、
供
用
の
目

的
を
明
ら
か
に
し
て
受
領
命
令
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
供
用
換
え
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
物
品
供
用
換
書
（
第
九
号
様
式
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
使
用
職
員
の
亡
失
等
の
報
告
） 

第
十
五
条 

使
用
職
員
は
、
そ
の
使
用
に
係
る
物
品
を
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
使
用
物
品
亡

失
（
損
傷
）
報
告
書
（
第
十
号
様
式
）
に
よ
り
物
品
供
用
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
物
品
管
理
職
員
の
亡
失
等
の
報
告
） 

第
十
六
条 

物
品
管
理
職
員
は
、
そ
の
保
管
中
又
は
供
用
中
の
物
品
を
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち

に
前
条
に
規
定
す
る
使
用
物
品
亡
失
（
損
傷
）
報
告
書
に
よ
り
警
察
本
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
） 

第
十
七
条 

警
察
本
部
長
は
、
毎
年
度
一
回
及
び
物
品
管
理
職
員
が
交
替
す
る
場
合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
場
合
に
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は
、
検
査
員
を
命
じ
て
、
物
品
管
理
職
員
が
管
理
す
る
物
品
及
び
帳
簿
に
つ
い
て
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
検
査
員
は
、
前
項
の
検
査
を
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
受
け
る
物
品
管
理
職
員
そ
の
他
適
当
な
者
を
立

ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
検
査
書
の
作
成
） 

第
十
八
条 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
員
は
、
検
査
書
（
第
十
一
号
様
式
）
二
通
を
作
成
し
、
一
通
を
そ
の

検
査
を
受
け
た
物
品
管
理
職
員
に
交
付
し
、
一
通
を
警
察
本
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
点
検
） 

第
十
九
条 

物
品
供
用
員
は
、
毎
四
半
期
一
回
及
び
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
供
用
中
の
物
品
の
使
用
状

況
に
つ
い
て
点
検
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

物
品
供
用
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
点
検
を
実
施
し
た
と
き
は
、
国
有
物
品
点
検
結
果
報
告
書
（
第
十
二
号 

様
式
）
に
よ
り
警
察
本
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
帳
簿
） 

第
二
十
条 

物
品
出
納
員
は
物
品
出
納
簿
（
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
）
を
、
物
品
供
用
員
は
物
品
供

用
簿
（
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
）
を
備
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
応
じ
、
そ
の
管
理
又
は
供
用
を

受
け
た
物
品
に
つ
い
て
の
異
動
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
交
替
の
場
合
の
帳
簿
の
引
継
ぎ
等
） 

第
二
十
一
条 

物
品
管
理
職
員
の
交
替
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
任
の
物
品
管
理
職
員
は
、
引
継
書
（
第

十
七
号
様
式
）
を
交
替
の
日
の
前
日
を
も
つ
て
作
成
し
、
後
任
の
物
品
管
理
職
員
と
と
も
に
記
名
し
、
当
該
引

継
書
を
物
品
出
納
簿
等
に
添
付
し
て
後
任
の
物
品
管
理
職
員
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
任
の
物

品
管
理
職
員
が
引
継
ぎ
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
後
任
の
物
品
管
理
職
員
が
引

継
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
記
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
一
六
二
号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
無
償
使
用

を
し
て
い
る
国
有
物
品
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
決
定
そ
の
他
の
手
続
は
、
こ
の
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ

た
決
定
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
現
に
使
用
し
て
い
る
物
品
の
管
理
に
関
す
る
帳
簿
及
び
諸
様
式
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
と
り
つ
く
ろ
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
昭
和
五
四
年
一
一
月
六
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
使
用
し
て
い
る
物
品
の
管
理
に
関
す
る
帳
簿
及
び
諸
様
式
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
修
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
昭
和
五
七
年
三
月
一
一
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
抄
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
昭
和
五
八
年
三
月
一
五
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
抄
〕 
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（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 
則 

〔
平
成
四
年
五
月
一
五
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
四
号
様
式
の
規
定
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成

さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
四
年
六
月
三
〇
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成

さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
五
年
四
月
一
三
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成

さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
六
年
一
〇
月
一
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
抄
〕 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ

れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
七
年
三
月
一
〇
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
抄
〕 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
〔
中
略
〕
の
規
定
は
同
年
〔
平
成
七
年
〕
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
七
年
一
〇
月
三
一
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
抄
〕 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
八
年
一
一
月
一
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
抄
〕 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
九
年
一
月
二
八
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ

れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
抄
〕 
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（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
中
〔
中
略
〕
附
則
第
二
項
の
規
定
は
同
年
〔
平
成
十
二
年
〕
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
    

附 
則  

〔
平
成
一
三
年
三
月
二
一
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
抄
〕  

 

 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
中
〔
中
略
〕
附
則
第
二
項
の
規
定
は
同
年
〔
平
成
十
三
年
〕
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
    

附 

則  

〔
平
成
一
四
年
三
月
二
二
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
抄
〕  

  
  

 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
一
四
年
三
月
二
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
    

附 

則  

〔
平
成
一
六
年
三
月
二
三
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
抄
〕 

 
 

（
施
行
期
日
）      

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
一
六
年
三
月
二
五
日
か
ら
施
行
す
る
。    

 
 
    

附 

則  

〔
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
抄
〕  

  
  

 
 

（
施
行
期
日
）                                       

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。    

 
 
    

附 

則  

〔
平
成
一
八
年
三
月
一
七
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
抄
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
    

附 

則  

〔
平
成
二
六
年
三
月
一
六
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
抄
〕  

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
    

附 

則  

〔
平
成
二
七
年
六
月
一
九
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
抄
〕  

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
七
年
六
月
二
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
    

附 

則  

〔
平
成
二
八
年
六
月
一
四
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
抄
〕  

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
八
年
六
月
二
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
二
九
年
三
月
二
八
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
妙
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
に
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

〔
平
成
三
十
年
三
月
二
十
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
様
式
に
よ
り
作

成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

〔
令
和
三
年
三
月
三
十
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
〕 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
三
重
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ

れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



第１号様式（第８条関係）

物品出納員 次 長 課長補佐 係 長 主 任 係 員
本 部 長

次 長 等物品供用員 課（係）長 主 任 係 員 所 属 名
副 署 長

第 号

年 月 日

物 品 保 管 委 託 書

次のとおり保管委託をしてよろしいか。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 数 量 保 管 委 託 先

１ 所在地

２ 保管委託先

自 年 月 日
保管委託期間 保管委託理由

至 年 月 日

保管委託条件

物 品 出 納 簿 登 記 済 物 品 供 用 簿 登 記 済

年 月 日 (記載者名) 年 月 日 (記載者名)

（規格Ａ４）

備考 次長等とは、次長、副隊長、副所長及び副校長をいう。



第２号様式（第９条関係）

本 部 長 物品出納員 次 長 課長補佐 係 長 主 任 係 員

第 号

年 月 日

供 用 不 適 品 等 報 告 書

報告する。

次のとおり供用不適品等を 返還してよろしいか。

返還を命ずる。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 数 量 摘 要

返還理由

物品の現況

（規格Ａ４）



第３号様式（第９条関係）

年 月 日

第 号

物品管理官

三重県警察本部長 殿

三重県警察本部長

物 品 返 還 書

次のとおり物品を返還します。

分 類 Ⅱ 細 分 類 品 目 数量 備 考

物品管理簿登記済 物 品 出 納 簿 登 記 済 物品供用簿登記済

年 月 日 （記載者名） 年 月 日 （記載者名） 年 月 日 （記載者名）

（規格Ａ４）



第４号様式（第９条関係）

年 月 日

三重県警察本部長 殿

物品管理官

三重県警察本部長

物 品 受 領 書

次のとおり物品を受領しました。

分 類 Ⅱ 細 分 類 品 目 数量 備 考

受 領 月 日 年 月 日

（規格Ａ４）



第５号様式（第９条関係）

物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 長 主 任 係 員
本 部 長

次 長 等物品供用員 課（係）長 主 任 係 員 所 属 名副 署 長

第 号

年 月 日

物 品 修 繕（改 造）書

報告する。

次のとおり修繕（改造）を してよろしいか。

要する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 数 量 所要期間 摘 要

修繕（改造）理由 修繕（改造）条件

修繕（改造）の内容

物品管理簿登記済 物品出納簿登記済 物品供用簿登記済

年 月 日 （記載者名） 年 月 日 （記載者名） 年 月 日 （記載者名）

（規格Ａ４）

備考 第１号様式の備考の例による。



第６号様式（第10条関係）

本 部 長 物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 長 主 任 係 員

次 長 等物品供用員 課（係）長 主 任 係 員 所 属 名副 署 長

第 号

年 月 日

物 品 供 用 書

請求する。

次のとおり供用を してよろしいか。

命ずる。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 摘 要

供用目的

物 品 出 納 簿 登 記 済 物 品供用簿登記済 領 収

年 月 日 （記載者名） 年 月 日 （記載者名） （受領者名）

（規格Ａ４）

備考 第１号様式の備考の例による。



第７号様式（第11条関係）

物 品 保 管 書

品 目 分 類 Ⅱ

細 分 類

規 格

番 号

保 管 者 年 月 日 受 領 摘 要

（保管者名）

（規格Ａ４）

備考 この保管書は、毛布、出動服、鉄帽等のもので物品供用員が保管し、必要に応じ一時使

用させるような物品については、作成しないことができる。



第８号様式（第13条関係）

物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 長 主 任 係 員本 部 長

次 長 等物品供用員 課（係）長 主 任 係 員 所 属 名副 署 長

第 号

年 月 日

物 品 返 納 書

報告する。

次のとおり返納を してよろしいか。

命ずる。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 数 量 摘 要

返納理由

物品の現況

物 品 出 納 簿 登 記 済 物 品 供 用 簿 登 記 済

年 月 日 （記載者名） 年 月 日 （記載者名）

（規格Ａ４）

備考 第１号様式の備考の例による。



第９号様式（第14条関係）

本 部 長 物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 長 主 任 係 員

次 長 等 払出物品供用員 課（係）長 主 任 係 員副 署 長 所 属 名

次 長 等 受領物品供用員 課（係）長 主 任 係 員副 署 長 所 属 名

第 号

年 月 日

物 品 供 用 換 書

次のとおり供用換えを命ずる。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 摘 要

供用換の理由

物 品 出 納 簿 登 記 済 物 品 供 用 簿 登 記 済

年 月 日 （記載者名） 年 月 日 （記載者名）

年 月 日 （記載者名）

（規格Ａ４）

備考 第１号様式の備考の例による。



第10号様式（第15条関係）

本 部 長 物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 長 主 任 係 員

次 長 等物品供用員 課（係）長 係 長 主 任 係 員副 署 長

第 号

年 月 日

三重県警察本部長 殿

物品出納（供用）員

使 用 職 員
所 属 名

職 氏 名

使用物品亡失（損傷）報告書

次のとおり物品を亡失（損傷）したから報告する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 数 量 亡失（損傷）年月日 亡失（損傷）理由

亡失（損傷）発見後の処理 亡失（損傷）当時における そ の 他 参 考 事 項状況 物品の保管状況

（規格Ａ４）

備考 第１号様式の備考の例による。



第11号様式（第18条関係）

第 号

年 月 日

三重県警察本部長 殿

検査員 職 氏 名

立会人 職 氏 名

検 査 書

三重県警察国有物品管理規則第17条第１項の規定により、次の者が行う物品の出

納及び保管事務（供用事務）につき検査したところ、

物品管理をしているものと認める。

物品管理職員

職 氏 名

自 年 月 日

管理期間

至 年 月 日

（規格Ａ４）

備考 交替の場合には、前任者の職氏名及びその管理期間を明示する。



第12号様式（第19条関係）

年 月 日

国有物品点検結果報告書

三重県警察本部長 殿

物品供用員

職名

階級、氏 名

国有物品の点検を、下記のとおり実施したので報告します。

記

１ 実施日

年 月 日（ ） ～ 年 月 日（ ）

２ 点検者

官職、氏 名

官職、氏 名

３ 品目

点検数量 以下 点

（物品供用簿上の数量 以下 点）

４ 亡失の有無

有 無

５ 次回点検予定時期

年 月 日

（規格Ａ４）



第13号様式（第20条関係）
物 品 出 納 簿 （重要物品・備品）

分類Ⅰ 分類Ⅱ 品目 (単位)

異動
現在高 供 用 内 訳

年 高 備

供 貸 保 警 察 署
摘要

付増 減 計
月日 寄

考
用 託 管

備考 １ 物品の分類及び品目別に別葉とする。
２ 年月日欄は、当該異動があった年月日を記入する。
３ 摘要欄は、供用所属名、命令番号その他必要な事項を記入する。
４ 次葉にわたる場合は、当該葉の摘要欄に「繰越」と記入し、かつ、次葉の摘要欄にも「繰越」と記入する。



第14号様式（第20条関係）

物 品 出 納 簿 （消耗品）

分類Ⅰ 分類Ⅱ 品目 （単位）

年 摘 要 増 減 現 在 高月 日

（規格Ａ４）

備考 第13号様式の備考の例による。



第15号様式（第20条関係）

物 品 供 用 簿 （ 重要物品・備品 ）

分類Ⅰ 分類Ⅱ 品目 （単位）

年 異 動 数 量 現 在 高
摘 要

月 日 増 減 供 用 保 管 計

（規格Ａ４）

備考 第13号様式の備考の例による。



第16号様式（第20条関係）

物 品 供 用 簿 （消耗品）

分類Ⅰ 分類Ⅱ 品目 （単位）

年 摘 要 増 減 受領 現 在 高月 日

（使用職員名）

（規格Ａ４）

備考 第13号様式の備考の例による。



第17号様式（第21条関係）

年 月 日作成

引 継 書

物品出納（供用）簿 冊

物品出納（供用）関係書類

（名称） 冊

〃 冊

〃 冊

上記帳簿類及び帳簿記載の物品を引継する。

年 月 日

前任物品出納（供用）員

職 氏 名

後任物品出納（供用）員

職 氏 名

（規格Ａ４）


